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令和元年 第３回定例会の概要
　令和元年第３回定例会が11月28日㈭～12月20日㈮の23日間開催され、
議員６名の一般質問と条例関係16件、補正予算７件、指定管理者の指定３
件などの議案について審議が行われ、採決がなされました。

68万円の減額補正で、
補正後予算額は304億9,452万円

令和元年度　一般会計補正予算の主な事業

○ふるさと応援推進事業
補正額　１億1,417万円　　補正後　４億3,328万円

○アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業 【新規】
	 補正額　267万円

【増額補正の理由】
　ふるさと納税において、年度当初の想定を上回る
寄附金が寄せられており、年度末にかけて謝礼品等
に係る予算の不足が見込まれるため。

【事業目的】
　ＡＳＦ（アフリカ豚コレラ）の農場への侵入を防止するため、市内の養豚農場への野生
イノシシ等の侵入防止用の柵（門

もん
扉
ぴ

を含む）を整備し、地域の養豚振興に資する。

【補正の理由】
　長崎県への侵入リスクが高まっているＡＳＦ（アフリカ
豚コレラ）に関し、感染した野生動物の農場への侵入防止
策の実施及び令和２年度からの国の飼養衛生管理基準の
改正による防護柵設置の義務化への対応のため。
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○強い農業・担い手づくり総合支援事業　
補正額　1,414万円　　補正後　1,789万円

【事業目的】
　令和元年８月から９月にかけての大雨及び９月22日の台風17号により、農産物の生
産施設の被害を受けた農業者が、農業経営を維持していくために必要な農産物の生産施
設の復旧経費を支援する。

【事業（補正）の内容】
①事業期間　令和元年度
②対象戸数　27戸
③対象施設　農産物の生産施設
　（農業用ビニールハウス、畜舎、堆肥舎）
④補助率　　国50％以内、県５％以内、
　　　　　　市５％以内

被害を受けたビニールハウス

　今回の条例改正は、農業、観光に特化した事業、観光と商工連携による事業を推進するた
め、「産業部」を「農林水産部」と「観光商工部」へ組織再編を行うことに伴い、条例に規定さ
れている部の名称変更及び追加並びに分掌事務の変更をするものです。

雲仙市設置条例の一部を改正する条例について
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管理を行わせる施設の
名称及び所在地

指定管理者
指定期間

住　　所 名称及び代表者

雲仙市リフレッシュ
センターおばま
雲仙市小浜町南本町
24番地23

雲仙市小浜町
マリーナ12番地
シーサイド１
マンション305号

株式会社サンセット
マリン雲仙
代表取締役
　藤田 昭比古

令和２年
４月１日から
令和５年
３月31日まで

※指定管理者制度とは
　公の施設の管理運営を民間業者に委ね、
民間事業者の優れた経営ノウハウや技術等
を活用することにより、管理経費の縮減、利
用者へのサービス向上等を図ることが期待
できる制度。

雲仙市リフレッシュセンターおばまの指定管理について

管理を行わせる施設の
名称及び所在地

指定管理者
指定期間

住　　所 名称及び代表者

雲仙市小浜歴史資料館
雲仙市小浜町北本町
923番地１

雲仙市小浜町
北本町688番地３

一般社団法人
ＯＢＡＭＡ ＳＴ．
代表理事
　草野 有美子

令和２年
４月１日から
令和５年
３月31日まで

雲仙市小浜歴史資料館の指定管理について
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議案番号 事　　　　　　件　　　　　　名 議決結果

議案 第 34 号 雲仙市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制定について 原案可決

議案 第 35 号 雲仙市下水道事業の設置等に関する条例の制定について 原案可決

議案 第 36 号
雲仙市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に
ついて

原案可決

議案 第 37 号
雲仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例について

原案可決

議案 第 38 号 雲仙市役所部設置条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案 第 39 号 雲仙市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案 第 40 号
雲仙市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

原案可決

議案 第 41 号 雲仙市瑞穂ヘルシー会館設置条例の全部を改正する条例について 原案可決

議案 第 42 号 雲仙市吾妻老人憩の家設置条例の全部を改正する条例について 原案可決

議案 第 43 号
雲仙市千々石老人福祉センター橘荘設置及び管理に関する条例の全
部を改正する条例について

原案可決

議案 第 44 号
雲仙市小浜老人福祉センター設置及び管理に関する条例の全部を改
正する条例について

原案可決

議案 第 45 号
雲仙市立木場ふれあいセンター設置条例の全部を改正する条例につ
いて

原案可決

議案 第 46 号
雲仙市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
について

原案可決

議案 第 47 号
雲仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例について

原案可決

議案 第 48 号
雲仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例について

原案可決

議案 第 49 号 雲仙市公共下水道条例の一部を改正する条例について 原案可決

令和元年 第３回雲仙市議会定例会　議決結果

5 雲仙市議会だより●第64号（令和2年2月）



人
事
案
件

教育委員会委員

仁
にれい
禮　智

ち
加
か こ
子　氏

令
和
元
年
12
月
２
日
～

　
令
和
５
年
12
月
１
日（
４
年
間
）

教
育
委
員
会
委
員
と
は
？

　
地
方
公
共
団
体
に
は
、
教
育
の
政
治
的

中
立
と
い
う
観
点
か
ら
、
教
育
事
務
を
執

行
す
る
機
関
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
の

長
か
ら
独
立
し
て
自
ら
決
定
権
を
も
つ
教

育
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
雲
仙
市
教
育
委
員
会
で
は
1
人
の
教
育

長
と
４
人
の
教
育
委
員
の
合
議
に
よ
り
、

教
育
行
政
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に

つ
い
て
決
定
し
て
い
ま
す
。

１　
任
命
：�

議
会
の
同
意
を
得
て
市
長
が

任
命
し
ま
す
。

２　
任
期
：�

教
育
委
員
の
任
期
は
4
年
で

す
。

３　
身
分
：�

委
員
の
身
分
は
、
特
別
職
の

地
方
公
務
員
で
非
常
勤
で
す
。

議案番号 事　　　　　　件　　　　　　名 議決結果

議案 第 50 号 令和元年度雲仙市一般会計補正予算（第５号）案について 原案可決

議案 第 51 号
令和元年度雲仙市下水道事業特別会計補正予算（第２号）案につい
て

原案可決

議案 第 52 号
令和元年度雲仙市国民宿舎事業特別会計補正予算（第２号）案につ
いて

原案可決

議案 第 53 号
令和元年度雲仙市温泉浴場事業特別会計補正予算（第１号）案につ
いて

原案可決

議案 第 54 号
令和元年度雲仙市企業誘致用地整備事業特別会計補正予算（第１号）
案について

原案可決

議案 第 55 号 令和元年度雲仙市水道事業会計補正予算（第３号）案について 原案可決

議案 第 56 号 指定管理者の指定について 原案可決

議案 第 57 号 指定管理者の指定について 原案可決

議案 第 58 号 指定管理者の指定について 原案可決

議案 第 59 号 教育委員会委員の任命について 原案可決

議案 第 60 号 損害賠償の額の決定及び和解について 原案可決

議案 第 61 号 令和元年度雲仙市一般会計補正予算（第６号）案について 原案可決
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　　  常任委員会報告総務

質
疑　
今
回
の
条
例
制
定
理
由

の
一
つ
に
、
地
方
公
務
員
法
及

び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た

が
、
そ
の
改
正
理
由
の
主
旨
は

ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。

答
弁　
こ
れ
ま
で
非
常
勤
職
員

の
位
置
づ
け
が
各
自
治
体
に

よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
も

の
を
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
会

計
年
度
任
用
職
員
に
統
一
し
、

適
正
な
任
用
、
勤
務
条
件
を
確

保
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑　
現
在
の
嘱
託
・
臨
時
職

員
の
位
置
づ
け
は
ど
の
よ
う
に

変
わ
る
の
か
。

答
弁　
現
在
の
嘱
託
・
臨
時
職

員
の
勤
務
時
間
は
一
般
職
員
よ

り
も
短
い
た
め
、
会
計
年
度
任

用
職
員
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
と
い
う
位
置
づ

け
に
な
る
。

質
疑　
会
計
年
度
任
用
職
員
と

い
う
名
称
が
付
け
ら
れ
た
理
由

は
何
か
。

答
弁　
一
会
計
年
度
ご
と
に
任

用
す
る
職
員
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
呼
称
に
つ
い
て
は
各
自
治

体
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
現

在
の
と
こ
ろ
本
市
に
お
い
て

は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
い

う
こ
と
に
し
て
い
る
。

質
疑　
今
回
の
改
正
で
自
治
会

長
が
特
別
職
非
常
勤
職
員
か
ら

除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
今
後
の
自
治
会
長
の
身

分
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。

答
弁　
現
在
の
特
別
職
非
常
勤

職
員
か
ら
「
私
人
」
と
な
る
。

違
い
と
し
て
は
、
報
酬
等
に
変

更
は
な
い
が
、
災
害
補
償
に
つ

い
て
、
現
在
ま
で
非
常
勤
職
員

公
務
災
害
補
償
の
対
象
で
あ
っ

た
も
の
が
対
象
か
ら
外
れ
る
こ

と
に
な
る
。
現
在
、
新
し
い
任

意
保
険
制
度
を
全
国
町
村
会
で

策
定
中
で
あ
り
、
今
後
は
新
し

く
策
定
さ
れ
る
保
険
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
る
。

質
疑　
自
治
会
長
は
、職
務
上
、

知
り
得
る
情
報
が
あ
る
と
思
う

が
、「
私
人
」
と
な
っ
た
場
合
、

守
秘
義
務
等
は
ど
の
よ
う
に
な

る
の
か
。

答
弁　
現
在
、
守
秘
義
務
等
を

含
め
た
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
要

綱
を
作
成
中
で
あ
り
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
毎
年
４
月
に

開
催
し
て
い
る
自
治
会
長
会
議

に
お
い
て
説
明
を
行
い
た
い
。

質
疑　
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金

が
増
額
補
正
と
な
っ
て
い
る

が
、昨
年
度
と
比
較
し
た
場
合
、

寄
附
額
の
伸
び
率
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

答
弁　
昨
年
度
の
12
月
10
日
時

点
の
寄
附
額
が
１
億
63
万
円
、

今
年
度
が
１
億
３
２
６
９
万
円

と
な
っ
て
お
り
、
約
1．3
倍
の
伸

び
率
と
な
っ
て
い
る
。

質
疑　
寄
附
額
に
対
す
る
お
礼

品
は
何
品
目
あ
る
の
か
。

答
弁　
令
和
元
年
10
月
末
現
在

で
、
53
事
業
者
の
２
７
９
品
目

で
あ
る
。

☆
今
回
、
愛
の
夢
未
来
セ
ン

タ
ー
敷
地
外
に
新
し
く
駐
車
場

が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
工

事
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
現
地

調
査
を
行
い
ま
し
た
。

意
見　
現
在
、
整
備
さ
れ
て
い

る
駐
車
場
か
ら
愛
の
夢
未
来
セ

ン
タ
ー
へ
行
く
に
は
、
セ
ン

タ
ー
の
敷
地
が
フ
ェ
ン
ス
で
囲

ま
れ
て
い
る
た
め
、
移
動
距
離

が
長
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の

フ
ェ
ン
ス
の
一
部
か
ら
人
が
出

入
り
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、

市
民
の
利
便
性
が
向
上
す
る
の

で
は
な
い
か
。

雲
仙
市
会
計
年
度
任
用
職
員

の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の

制
定

雲
仙
市
特
別
職
の
職
員
で
非

常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）
案

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案
件

に
つ
い
て
、原
案
可
決
６
件
と
決
定

し
ま
し
た
。

　
主
な
案
件
の
質
疑
等
の
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
。
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質
疑　
災
害
援
護
資
金
を
受
け

ら
れ
る
要
件
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
。

答
弁　
一
つ
目
に
、
一
つ
の
市

町
に
お
い
て
、
住
居
が
５
世
帯

以
上
滅
失
し
た
災
害
が
発
生
し

た
場
合
。
二
つ
目
に
、
県
内
に

お
い
て
住
居
が
５
世
帯
以
上
滅

失
し
た
災
害
が
発
生
し
た
市
町

が
３
以
上
あ
る
場
合
。
三
つ
目

に
、
県
内
に
お
い
て
、
災
害
救

助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
が
１

以
上
あ
る
場
合
。
最
後
に
、
災

害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町

を
区
域
に
含
む
都
道
府
県
が
２

以
上
あ
る
場
合
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。

質
疑　
瑞
穂
ヘ
ル
シ
ー
会
館
ほ

か
４
施
設
に
お
い
て
は
今
後
、

市
が
直
営
す
る
こ
と
を
想
定
さ

れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
こ

れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
指
定
管

理
者
制
度
に
よ
り
管
理
を
行
う

よ
う
考
え
て
い
る
の
か
。
ま

た
、
老
朽
化
や
利
用
者
も
限
ら

れ
て
い
る
施
設
も
見
受
け
ら
れ

る
が
、
廃
止
等
を
含
め
た
利
活

用
の
検
討
は
し
て
い
る
の
か
。

答
弁　
今
後
も
施
設
の
有
効
活

用
と
い
う
点
で
は
、
指
定
管
理

者
制
度
を
活
用
し
て
い
く
よ
う

考
え
て
い
る
。
今
回
の
改
正

は
、
こ
れ
ま
で
指
定
管
理
者
が

い
な
か
っ
た
場
合
の
規
定
が
な

か
っ
た
た
め
、
改
正
案
を
上
程

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、

施
設
の
廃
止
等
今
後
の
利
活
用

に
つ
い
て
は
、
施
設
の
老
朽
化

や
利
活
用
状
況
等
を
踏
ま
え
、

現
在
、
協
議
を
進
め
て
い
る
公

共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
中

で
整
理
を
し
て
い
き
た
い
。

質
疑　
利
用
者
負
担
額
等
の
受

領
の
改
正
案
に
、
市
町
村
民
税

所
得
割
合
算
額
が
一
定
額
未
満

世
帯
の
副
食
費
、
満
３
歳
未
満

保
育
認
定
子
ど
も
の
食
事
の
提

供
が
除
か
れ
る
と
あ
る
。
雲
仙

市
は
独
自
で
３
歳
以
上
の
副
食

費
の
無
償
化
を
実
施
し
て
い
る

と
の
説
明
で
あ
っ
た
が
、
市
町

村
民
税
所
得
割
合
算
額
が
一
定

額
未
満
世
帯
の
基
準
額
は
同
じ

な
の
か
。

答
弁　
国
が
免
除
し
て
い
る
一

定
額
と
い
う
の
は
、
１
号
認
定

こ
ど
も
（
旧
幼
稚
園
に
通
園
す

る
こ
ど
も
）
を
持
つ
世
帯
は
、

合
計
７
万
７
１
０
１
円
未
満
、

２
号
認
定
こ
ど
も
（
旧
保
育
園

に
通
園
す
る
こ
ど
も
）
を
持
つ

世
帯
で
５
万
７
７
０
０
円
未
満

と
い
う
規
定
と
な
っ
て
お
り
、

国
の
副
食
費
免
除
に
該
当
す
る

児
童
に
関
し
て
は
、
国
の
免
除

を
適
用
さ
せ
、
こ
の
額
よ
り
所

得
が
大
き
い
世
帯
に
つ
い
て
は

市
独
自
に
免
除
を
行
う
よ
う
に

し
て
い
る
。

質
疑　
小
浜
歴
史
資
料
館
の
入

場
料
収
入
が
減
っ
て
き
て
い
る

が
、
増
や
す
た
め
に
は
指
定
管

理
者
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
あ
た
り
は
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

答
弁　
今
回
の
指
定
管
理
の
提

案
に
あ
た
っ
て
は
、
小
浜
温
泉

に
宿
泊
さ
れ
て
い
る
観
光
客
を

ど
う
や
っ
て
資
料
館
に
引
き
込

む
か
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
、

月
曜
日
が
休
館
日
で
あ
る
が
、

日
曜
日
に
宿
泊
が
あ
っ
た
場

合
、
月
曜
日
を
開
館
し
て
出
発

前
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
く
。

午
後
６
時
ま
で
の
開
館
時
間

を
、
夏
の
時
季
に
つ
い
て
は
、

午
後
７
時
ま
で
に
延
長
す
る
な

ど
の
、
開
館
日
及
び
開
館
時
間

の
弾
力
的
な
運
用
、
ま
た
、
喫

茶
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い

な
い
た
め
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
や

お
土
産
の
販
売
、
小
浜
温
泉
観

光
協
会
や
旅
館
と
連
携
し
た
イ

ベ
ン
ト
、
あ
る
い
は
、
外
国
人

向
け
の
浴
衣
を
着
て
散
策
す
る

企
画
、
小
浜
温
泉
女
将
に
よ
る

接
客
サ
ー
ビ
ス
を
こ
の
施
設
管

理
に
導
入
す
る
な
ど
、
小
浜
温

泉
が
持
つ
サ
ー
ビ
ス
の
ノ
ウ
ハ

ウ
と
周
辺
の
観
光
施
設
と
連
携

し
、
資
料
館
を
活
用
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

雲
仙
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

雲
仙
市
瑞
穂
ヘ
ル
シ
ー
会
館

設
置
条
例
の
全
部
を
改
正
す

る
条
例　
　
ほ
か
４
件

雲
仙
市
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事

業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

指
定
管
理
者
の
指
定

　
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案
件

に
つ
い
て
、原
案
可
決
15
件
と
決

定
し
ま
し
た
。

　
主
な
案
件
の
質
疑
等
の
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　　　　  常任委員会報告文教厚生
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本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
案
件

に
つ
い
て
、原
案
可
決
８
件
と
決
定

し
ま
し
た
。

　
主
な
案
件
の
質
疑
等
の
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　　　　  常任委員会報告産業建設

質
疑　
第
９
条
の
「
議
会
の
議

決
を
要
す
る
負
担
付
き
の
寄
附

の
受
領
等
」
の
『
負
担
付
き
』

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答
弁　
寄
附
の
際
に
な
さ
れ
た

条
件
に
基
づ
き
、
自
治
体
が
そ

の
条
件
で
契
約
を
結
ぶ
な
ど
何

ら
か
の
形
で
法
的
な
義
務
を
負

い
、
そ
の
義
務
不
履
行
の
場
合

に
は
、
寄
附
が
取
り
消
さ
れ
る

等
、
寄
附
の
効
果
に
影
響
を
与

え
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑　
具
体
的
事
例
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

答
弁　
下
水
道
用
地
と
し
て
土

地
を
寄
附
し
ま
す
と
い
う
条
件

を
付
さ
れ
て
、
そ
の
条
件
に
基

づ
き
市
と
契
約
を
行
い
な
が
ら
、

そ
こ
に
下
水
道
の
施
設
を
造
ら

な
か
っ
た
場
合
に
は
寄
附
が
取

り
消
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
事

例
で
あ
る
。

質
疑　

意
思
決
定
が
困
難
な

方
々
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る

の
か
。
例
え
ば
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
を
持
っ
て
い
る

方
な
ど
で
判
断
す
る
の
か
。

答
弁　
排
水
設
備
工
事
に
お
い

て
、
申
請
が
あ
っ
た
時
点
で
、

申
請
書
類
に
基
づ
き
審
査
を
行

う
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
申

請
を
受
け
付
け
る
際
に
、
い
ろ

い
ろ
な
聞
き
取
り
に
対
し
、
回

答
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
一
つ

の
基
準
に
し
て
判
断
す
る
。

質
疑　
イ
ノ
シ
シ
等
被
害
防
止

対
策
事
業
の
人
件
費
は
ど
の
よ

う
な
内
容
か
。

答
弁　
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
柵

や
電
気
柵
の
実
績
を
地
図
情
報

シ
ス
テ
ム
で
デ
ー
タ
管
理
し
、

今
後
の
捕
獲
対
策
を
効
率
的
、

効
果
的
に
事
業
展
開
し
て
い
く

た
め
の
デ
ー
タ
入
力
と
し
て
、

臨
時
職
員
を
雇
用
す
る
も
の
で

あ
る
。

質
疑　
一
般
会
計
か
ら
繰
入
金

１
８
０
５
万
６
千
円
を
繰
り
入

れ
る
が
、
今
後
も
繰
り
入
れ
を

し
て
い
く
考
え
な
の
か
。

答
弁　
歳
入
歳
出
が
不
足
す
る

た
め
に
赤
字
分
と
し
て
、
ま
ず

当
初
予
算
で
７
７
０
万
２
千
円

を
繰
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

今
回
、
今
後
の
収
支
を
試
算
す

る
と
、
追
加
計
上
の
繰
入
額
分

が
不
足
す
る
と
い
う
結
果
と
な

り
、
令
和
２
年
度
に
お
い
て
も

大
き
く
収
支
が
変
わ
る
見
込
み

は
な
い
た
め
、
同
様
の
繰
り
入

れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
て
い
る
。

質
疑　
令
和
２
年
度
以
降
の
望

洋
荘
の
あ
り
方
は
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
。

答
弁　
令
和
２
年
４
月
１
日
か

ら
指
定
管
理
制
度
に
移
行
す
る

と
い
う
こ
と
で
募
集
を
し
た
が
、

応
募
者
が
い
な
か
っ
た
。
今
の

と
こ
ろ
直
営
で
引
き
続
き
行
お

う
と
考
え
て
い
る
が
、
指
定
管

理
の
時
期
は
、
内
部
で
再
度
ど

の
よ
う
な
時
期
が
ふ
さ
わ
し
い

の
か
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
令
和
２
年
度
に

は
、
指
定
管
理
あ
る
い
は
直
営

で
行
う
の
か
も
あ
わ
せ
て
、
施

設
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
検
討

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

意
見　
正
職
員
１
名
の
常
駐
を

止
め
、
嘱
託
職
員
で
対
応
す
れ

ば
人
件
費
の
削
減
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
望
洋
荘
の
あ
り

方
検
討
委
員
会
で
答
申
が
出
さ

れ
、
運
営
方
針
と
し
て
も
、
市

長
は
指
定
管
理
で
や
っ
て
い
く

べ
き
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
向
け
て
、

指
定
管
理
料
等
を
含
め
、
１
日

も
早
く
直
営
か
ら
離
れ
て
い
く

よ
う
な
運
営
方
針
に
変
わ
る
よ

う
に
進
め
て
も
ら
い
た
い
。

　
今
回
の
議
案
に
つ
い
て
９
箇

所
の
現
地
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

雲
仙
市
下
水
道
事
業
の
設
置

等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

雲
仙
市
公
共
下
水
道
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）
案

令
和
元
年
度
国
民
宿
舎
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
案

現
地
調
査
を
実
施
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金澤市政のここが聞きたい
 

議
員 

　
平
成
30
年
6
月
に
発
生

し
た
東
海
道
新
幹
線
で
乗
客
男
女

3
人
が
殺
傷
さ
れ
た
事
件
。
犯
人

は
「
殺
す
つ
も
り
だ
っ
た
。
誰
で

も
よ
か
っ
た
」
と
い
う
考
え
で
3

人
の
方
が
被
害
者
と
な
っ
た
。
そ

う
い
う
被
害
者
を
救
う
た
め
に
犯

罪
被
害
者
等
基
本
法
が
で
き
、
支

援
条
例
が
で
き
て
い
る
。
ま
た
、

今
年
の
7
月
に
精
神
障
害
者
で
あ

る
男
性
が
店
に
来
て
、
ス
ナ
ッ
ク

の
マ
マ
と
男
性
客
を
刃
物
で
何
度

も
刺
す
事
件
が
あ
っ
た
。
ス
ナ
ッ

ク
の
マ
マ
は
、
こ
の
事
件
が
要
因

と
な
り
、
入
院
と
引
っ
越
し
に

2
0
0
万
円
出
費
が
あ
り
、
そ
の

後
、
年
金
暮
ら
し
と
な
っ
た
。

　
同
事
件
の
被
害
者
で
あ
っ
た
男

性
客
の
居
住
地
の
自
治
体
に
は
犯

罪
被
害
者
等
支
援
条
例
が
あ
り
、

支
援
金
を
受
け
取
っ
た
が
、
マ
マ

の
居
住
す
る
沼
津
市
に
は
犯
罪
被

害
者
等
支
援
条
例
が
な
く
、
支
援

金
が
な
か
っ
た
。
同
じ
事
件
の
被

害
者
な
の
に
違
い
が
あ
る
。
市
長

は
、
こ
れ
を
ど
う
思
う
か
。

 

市
長 　
犯
罪
等
に
よ
る
被
害
に

つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
負
う
の

は
加
害
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
国

民
の
誰
も
が
犯
罪
被
害
者
等
と
な

る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
今
こ

そ
被
害
者
の
視
点
に
立
っ
た
施
策

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯

罪
被
害
者
等
基
本
法
の
中
で
も
被

害
者
の
支
援
は
、
国
・
地
方
自
治

体
及
び
国
民
の
責
務
と
明
記
し
て

あ
る
。

 

議
員 

　
九
州
の
佐
賀
、
大
分
両

県
で
は
、
県
内
全
部
の
自
治
体
が

犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
を
定

め
、
長
崎
県
内
で
も
佐
世
保
市
、

島
原
市
な
ど
3
市
が
定
め
て
い

る
。雲
仙
市
も
早
く
す
べ
き
で
は
。

 

市
民
生
活
部
長 　
来
年
3
月
の

議
会
に
は
提
案
で
き
る
よ
う
取
り

組
み
た
い
。

犯罪被害者支援対策は

一般質問は、質問者自身が議事録をもとに原稿を作成しています。

町田　康則…P10
山本　松一…P11

浦川　康二…P11
上田　　篤…P12

酒井　恭二…P12
平野　利和…P13

市政を問う 6名の議員が一般質問

町
まちだ

田　康
やすのり

則議員
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一般質問

 

議
員 

　
広
報
う
ん
ぜ
ん
10
月
号

で
、
記
事
の
誤
り
が
発
覚
し
て
い

る
が
、
要
因
は
何
か
。

 

総
務
部
長 　
記
事
の
入
稿
時
は

誤
り
な
く
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、

受
託
業
者
が
レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更

し
た
際
、
初
稿
に
お
い
て
誤
っ
て

い
た
。
担
当
は
2
回
の
校
正
時
に

誤
り
に
気
付
か
ず
に
発
行
し
た
。

 

議
員 

　
11
月
号
で
は
2
カ
所
の

お
詫
び
だ
が
、
同
ペ
ー
ジ
に
さ
ら

に
3
カ
所
の
誤
り
、
ま
た
次
の

ペ
ー
ジ
に
も
3
カ
所
の
誤
り
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
人
事
行
政
運
営

等
の
記
事
で
計
8
カ
所
と
な
る

が
、
市
が
誤
り
に
気
付
か
れ
た
経

緯
は
。

 
部
長 　
10
月
号
発
行
日
に
、
広

報
う
ん
ぜ
ん
の
視
覚
障
害
者
用
の

声
の
広
報
を
作
成
す
る
メ
ン
バ
ー

の
方
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
よ

り
、
誤
り
が
判
明
し
た
。

 

議
員 

　
広
報
紙
発
行
の
決
裁
は

秘
書
広
報
課
長
と
な
っ
て
い
る

が
、
今
回
の
担
当
の
校
正
ミ
ス
を

防
止
す
る
た
め
、
記
事
所
管
の
部

長
の
合
議
を
受
け
副
市
長
決
裁
に

よ
る
発
刊
を
提
案
す
る
。

 

議
員 

　
お
問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー

ム
の
不
具
合
発
生
の
要
因
は
。

 

総
務
部
長 　
平
成
27
年
10
月
導

入
当
初
か
ら
お
問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー

ム
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
。

 

議
員 

　
こ
の
不
具
合
案
件
の
発

覚
も
市
民
か
ら
の
通
報
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
開
設
以
来
4
年
間
で

3
0
3
人
か
ら
3
9
0
件
の
発
信

が
あ
っ
て
い
た
が
、
市
長
に
は
一

切
届
い
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
4
年
間
を
反
省
し
、
ど
の

よ
う
な
対
策
を
取
ら
れ
る
の
か
。

 

市
長 　
職
員
の
資
質
、
業
務
に

関
す
る
内
容
で
あ
り
、
大
変
重
く

受
け
止
め
て
い
る
。
再
発
防
止
と

信
頼
回
復
に
取
り
組
む
以
外
な
い

と
い
う
強
い
思
い
を
持
っ
て
い
る
。

広報行政の信頼性は

 

議
員 

　
市
の
健
康
寿
命
に
つ
い

て
、
保
険
事
業
実
施
計
画
で
は
、

男
64・7
歳
、
女
66・7
歳
と
あ
ま

り
に
も
低
い
。
市
の
総
合
計
画
で

は
、男
79・6
歳
、女
84
歳
と
な
っ

て
い
る
が
間
違
い
な
い
か
。

 

地
域
振
興
部
長 　
そ
れ
ぞ
れ
、

間
違
い
で
は
な
い
が
、
今
後
は
総

合
計
画
の
数
値
に
合
わ
せ
る
よ
う

努
め
る
。

 

議
員 

　
島
原
広
域
圏
介
護
保
険

課
運
営
費
に
、
約
8
億
円
の
負
担

金
を
出
し
て
い
な
が
ら
、
介
護
保

険
課
の
介
護
予
防
事
業
8
教
室
の

中
の
4
教
室
を
雲
仙
市
が
実
施
し

て
い
る
の
は
理
解
で
き
な
い
。
雲

仙
市
に
島
原
・
諫
早
二
つ
の
広
域

圏
組
合
が
あ
る
こ
と
や
、
負
担
金

の
問
題
も
含
め
抜
本
的
な
見
直

し
を
す
べ
き
で
あ
る
。

 

議
員 

　
4
回
目
の
質
問
と
な
る

が
、
自
治
会
回
覧
で
、
A
E
D
購

入
申
請
の
必
要
書
類
に
見
積
書
の

写
が
あ
っ
た
が
、
各
自
治
会
が
そ

れ
ぞ
れ
見
積
書
を
取
る
の
か
。
私

は
前
回
、
各
自
治
会
が
ま
と
ま
っ

て
一
括
購
入
し
た
方
が
安
く
購
入

で
き
て
、
2
分
の
1
の
市
の
補
助

金
も
、
自
治
会
の
負
担
金
も
安
く

な
る
の
で
、
一
括
購
入
に
当
た
っ

て
は
、
市
の
自
治
会
へ
の
協
力
を

お
願
い
し
た
が
、で
き
な
い
の
か
。

 

市
民
生
活
部
長 　
通
常
の
補
助

金
申
請
と
同
様
に
金
額
の
確
認
の

た
め
、
見
積
書
の
提
出
を
お
願
い

し
て
い
る
。
申
請
書
の
作
成
や
、

見
積
書
の
取
得
に
つ
い
て
積
極
的

に
可
能
な
範
囲
で
協
力
さ
せ
て
い

た
だ
く
。
合
同
購
入
も
提
案
し
て

い
き
た
い
。

 

議
員 

　
道
路
改
良
が
進
ん
だ
結

果
、
雲
仙
へ
の
観
光
客
を
乗
せ
た

バ
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
等
大
型
車
両
が

増
え
て
い
る
。
通
行
に
支
障
を
き

た
し
て
い
る
木
や
枝
の
伐
採
を
県

に
お
願
い
で
き
な
い
か
。

 

建
設
部
長 　
適
正
な
管
理
を
お

願
い
す
る
。

健康寿命の延伸対策は

山
やまもと

本　松
まついち

一議員

集
会
所
の
A
E
D
設
置

県
道
1
2
8
号
雲
仙
千
々
石

線
の
管
理

浦
うらかわ

川　康
やすじ

二議員

広
報
紙
の
記
事
誤
り
の
要
因

ス
マ
ホ
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
不

具
合
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金澤市政のここが聞きたい

ふるさと納税の推進を

 

議
員 

　
雲
仙
市
は
ふ
る
さ
と
納

税
制
度
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
よ

う
と
考
え
て
い
る
の
か
。

 

市
長 　
市
と
し
て
は
寄
附
者
か

ら
頂
い
た
寄
附
金
を
各
事
業
に
活

用
で
き
、
か
つ
返
礼
品
の
市
内
協

力
事
業
者
、
農
水
産
物
生
産
者
な

ど
地
域
産
業
の
振
興
に
も
つ
な

が
っ
て
お
り
、
今
後
も
ふ
る
さ
と

納
税
を
積
極
的
に
推
進
し
、
寄
附

金
の
有
効
活
用
に
取
り
組
む
。

 

議
員 

　
雲
仙
市
の
ふ
る
さ
と
納

税
の
受
け
入
れ
額
は
平
成
30
年
度

の
実
績
で
、
寄
附
額
1
億
9

 

3

 
2
 

1
万
円
、
そ
し
て
島
原
市
は
3
億

3
5
2
3
万
円
、
南
島
原
市
が
3

億
7
8
8
1
万
円
で
あ
る
。
人
口

規
模
、
産
業
形
態
、
交
流
人
口
に

お
い
て
大
差
は
な
い
の
に
、
こ
の

大
差
は
雲
仙
市
に
や
る
気
や
工
夫

が
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 

市
長 　
雲
仙
市
は
農
業
産
出
額

ト
ッ
プ
、
観
光
客
数
も
長
崎
、
佐

世
保
に
次
ぐ
3
位
で
あ
り
、
ふ
る

さ
と
納
税
を
同
じ
土
俵
で
競
え

ば
、
雲
仙
市
は
し
か
る
べ
き
ポ
ジ

シ
ョ
ン
に
立
て
る
は
ず
。
そ
う

な
っ
て
い
な
い
根
本
的
な
理
由

は
、
マ
ン
パ
ワ
ー
の
不
足
だ
と
思

う
の
で
、
来
年
度
か
ら
は
他
市
と

イ
ー
ブ
ン
に
競
え
る
状
況
を
整
え

る
こ
と
に
全
力
で
取
り
組
む
。

 

議
員 

　
多
く
の
自
治
会
が
実
施

の
道
路
清
掃
作
業
を
市
は
ど
の
よ

う
に
位
置
付
け
て
い
る
の
か
。

 

建
設
部
長 　
清
掃
は
委
託
や
要

請
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
自
治
会

の
自
主
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
活

動
と
理
解
し
て
い
る
が
、
市
道
の

維
持
管
理
は
市
が
行
う
べ
き
も
の

で
あ
る
た
め
、
作
業
の
経
費
を
市

が
負
担
し
、支
援
を
行
っ
て
い
る
。

 

議
員 

　
今
後
、
事
故
防
止
に
ど

の
よ
う
に
取
り
組
む
の
か
。

 

部
長 　
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ

事
故
防
止
の
周
知
徹
底
を
図
り
、

補
償
保
険
の
加
入
を
含
め
、
自
治

会
の
皆
様
が
安
心
し
て
参
加
で
き

る
よ
う
制
度
の
改
善
に
取
り
組
む
。

 
議
員 

　
戒
告
処
分
を
受
け
た
職

員
の
行
動
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

 

市
長 　
職
務
怠
慢
に
よ
る
事
務

処
理
遅
延
及
び
勤
務
時
間
中
に
た

び
た
び
長
時
間
離
席
を
繰
り
返
し

て
い
た
職
務
専
念
義
務
に
違
反
す

る
行
為
等
を
行
っ
て
い
た
。

 

議
員 

　
市
長
名
で
出
さ
れ
た
文

書
に
は
「
市
民
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た

と
は
い
え
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

市
民
の
認
識
と
大
き
く
ず
れ
て
い

る
。
文
書
に
入
れ
て
は
な
ら
な
い

言
葉
で
は
な
い
か
。

 

市
長 　
そ
の
文
言
は
私
が
決
裁

し
た
文
書
の
中
に
確
か
に
あ
っ

た
。
大
変
甘
い
判
断
を
し
て
し
ま

い
、
深
く
反
省
し
お
詫
び
す
る
。

 

議
員 

　
戒
告
処
分
に
つ
い
て
、

給
与
等
の
影
響
の
説
明
を
求
め
る
。

 

総
務
部
長 　
給
与
の
影
響
は
①

令
和
元
年
12
月
支
給
の
勤
勉
手
当

（
一
時
金
、
ボ
ー
ナ
ス
）
支
給
率

の
減
、
②
令
和
2
年
4
月
昇
給
抑

制
に
よ
る
給
料
の
減
（
こ
れ
は
退

職
ま
で
影
響
）、
③
退
職
時
の
基

礎
額
の
減
な
ど
で
、
生
涯
の
影
響

額
は
約
1
9
5
万
円
ほ
ど
で
あ
る
。

 

議
員 

　
こ
の
処
分
を
さ
ら
に
重

く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
。

 

部
長 　
一
回
処
分
を
決
定
し
た

分
に
つ
い
て
は
再
度
処
分
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

 

議
員 

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

（
法
令
遵
守
）
の
立
場
か
ら
、
市

役
所
全
体
の
問
題
と
し
捉
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

 

部
長 　
研
修
科
目
に
公
務
員
倫

理
を
取
り
入
れ
、
職
員
と
し
て
必

要
な
倫
理
観
の
向
上
を
図
る
。

甘い！職員の懲戒処分

上
うえだ

田　篤
あつし

議員

市
長
文
書
は
市
民
の
認
識
と

ズ
レ

給
与
の
影
響
は
1
9
5
万
円

自
治
会
清
掃

酒
さかい

井　恭
きょうじ

二議員
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一般質問

 
議
員 

　
タ
ク
シ
ー
券
の
促
進
を

考
え
、
併
用
し
て
公
共
交
通
機
関

に
使
え
る
事
を
提
案
す
る
。
高
齢

者
の
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
必
要

と
考
え
る
が
ど
う
か
。

 

健
康
福
祉
部
長 　
タ
ク
シ
ー
助

成
制
度
事
業
を
重
要
な
高
齢
者
施

策
と
し
て
位
置
づ
け
、
公
共
交
通

政
策
部
局
と
連
携
を
図
り
な
が
ら

シ
ル
バ
ー
割
引
定
期
券
の
利
用
を

調
査
し
て
、
本
市
地
域
の
公
共
交

通
サ
ー
ビ
ス
の
在
り
方
の
検
証
が

必
要
と
考
え
る
。

 

議
員 

　
保
育
園
、
幼
稚
園
で
の

オ
ム
ツ
は
持
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。

市
内
の
状
況
は
。

 

健
康
福
祉
部
長 　
使
用
済
み
の

オ
ム
ツ
処
理
方
法
は
、
施
設
で
処

理
す
る
園
が
14
園
、
持
ち
帰
り
園

が
11
園
、
尿
は
持
ち
帰
り
、
便
は

処
理
す
る
園
が
2
園
で
あ
る
。

 

議
員 

　
衛
生
面
で
病
気
が
出
た

と
き
が
心
配
だ
。
園
の
方
と
協
議

し
て
最
善
の
対
処
を
望
む
。

 

議
員 

　
国
の
交
付
金
増
額
の
記

事
が
あ
っ
た
。
要
は
、
病
気
予
防

や
健
康
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
だ
自
治
体
を
応
援
す
る
内
容

だ
。
そ
こ
で
、
糖
尿
病
性
腎
症
重

症
化
予
防
、
い
わ
ゆ
る
、
糖
尿
病

に
よ
る
重
症
化
を
予
防
す
る
た
め

に
「
足
病
」
の
健
診
を
導
入
す
る

こ
と
を
提
案
す
る
。

 

地
域
振
興
部
長 　
下
肢
閉
塞
性

動
脈
硬
化
症
（
足
病
）
の
予
防
健

診
は
、医
療
費
抑
制
に
つ
な
が
る
。

専
門
的
な
知
識
が
必
要
で
あ
り
医

師
会
等
の
専
門

的
な
機
関
に
助

言
を
求
め
、
前

向
き
に
協
議
を

す
る
。

福祉タクシー券活用は

平
ひらの

野　利
としかず

和議員

タ
ク
シ
ー
券
利
用
促
進

幼
児
オ
ム
ツ
持
ち
帰
り

病
気
予
防
や
健
康
づ
く
り

吾妻町川床小学校2年生の皆さんが、
校外学習の一環として市役所を訪れ、
議場を見学されました。

議場を見学!
小学生の皆さんが
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行政視察受入一覧
� （H31.4月～R1.12月）

視察日 市議会名 委員会（会派） 視察内容

  4月24日 福井県大野市 双葉会（会派） ・観光周遊促進強化事業
・光り輝く雲仙力アップ事業

  7月23日 島根県浜田市 総務文教委員会 ・定住促進対策事業及び空き家活用促進事業
10月  2日 群馬県藤岡市 新志会（会派） ・地域資源を活かした観光振興
10月  8日 岐阜県各

かかみがはら
務原市 市議会公明党（会派）・カップル応援事業

10月29日 岩手県花巻市 総務常任委員会 ・定住促進対策事業及び空き家活用促進事業
10月30日 兵庫県赤穂市 赤

せきりょう
諒会（会派） ・雲仙市の農業施策

11月  7日 宮崎県小林市 経済産業委員会 ・光り輝く雲仙力アップ事業

11月14日 沖縄県名護市 にぬふぁぶし名護
（会派） ・雲仙市FRP漁船廃船処理事業（補助金）

来
訪

研修終了後、
小浜温泉「ほっとふっと105」を
体験していただきました！

発言者や内容により検索することができます。
令和元年第3回定例会分の掲載は、2月下旬頃を予定しております。

一般質問を含む議会の会議録は、
インターネットを通じて自由に閲覧することができます。

議会の会議録は雲仙市のホームページからも見ることができます

雲仙市議会
会議録の検索と閲覧

雲仙市役所ホームページ を検索

雲仙市議会 をクリック

会議録 をクリック

14雲仙市議会だより●第64号（令和2年2月)



議会のうごき
11月26日（火）
島原半島振興対策協議会他3期成会要望活動
　松尾議長は25日の臨時会で議長に選出され、
初めての公務となりましたが、就任の挨拶を兼ね
て地元選出の国会議員等にも精力的に要望を行
いました。加藤農林水産副大臣からは、半島三市
が進めている基盤整備による農業所得の向上や
後継者対策についての成果について、全国の参考
となる事例であるとの発言がありました。

1月4日（土）
令和2年雲仙市成人式
　ハマユリックスホールで開催され、当日は、
松尾議長をはじめ全議員も出席しており、
480名の新成人の門出を祝いました。
　20歳の主張を行った3名の新成人たちの発
表も大変立派で、有望な若者たちによって、
雲仙市が発展していくことを祈念いたします。

12月1日（日）
雲仙市産業まつり～特産まんぞく市～
　吾妻町の県南家畜市場で開催され、松尾議
長ほか多くの市議会議員が出席しました。
　当日は、雨の予報が一転、午前中は晴天に
もなるなど暖かい一日だったため、大変多く
の来場者で賑わっていました。
　本産業祭の運営に携わられた関係者の皆様
に、心から感謝申し上げます。

1月5日（日）
令和2年雲仙市消防出初式
　小浜マリンパーク広場で開催され、松尾議
長が祝辞を述べました。多くの議員も出席し
ており、規律正しい消防団員等の行動を目の
当りにして大変感銘を受けました。
　これからも崇高な消防精神のもと、防火・
防災活動に携わっていただき、火事のない雲
仙市となりますことを祈念いたします。
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編 集 後 記

議会を傍聴してみませんか？
令和2年第1回雲仙市議会定例会の会期日程（案）は
2月27日（木）～ 3月24日（火）です

■一般質問　　3月2日（月）～ 3月5日（木）
■議案質疑　　3月9日（月）
■委 員 会
　　文教厚生常任委員会　3月10日（火）・11日（水）
　　産業建設常任委員会　3月10日（火）・11日（水）・12日（木）
　　総務常任委員会　　　3月12日（木）・13日（金）

※一般質問の日程は、質問者数などにより変わることもあります。
※簡単な手続きで傍聴できますので、ぜひ議場へ足をお運びください。

　昨年5月に新元号令和の時代がス
タートし2年目に入りました。
　2月4日は立春で、その前日が節分
です。本来、節分は季節の節目で年
4回ですが、旧暦では春から新しい
年が始まるため立春の前日が重要視
され、この日を節分とするように
なったそうです。
　広報編集特別委員会では、今年も
開かれた議会推進のためのコミュニ
ケーション誌づくりを目指して取り
組んでまいりますので、よろしくお
願い致します。� （大山真一）

議会広報編集特別委員会
委 員 長　平野利和
副委員長　大山真一
委　　員　林田哲幸、佐藤義隆
　　　　　矢﨑勝己、藤本淳次郎

【音訳CDの配布】
　身体障害者手帳（視覚に障害がある人）をお持ちの人に
配布しています。ご希望の方は福祉課までご連絡ください。
【音訳CDの貸出】
　貸出期間は2週間です。福祉課・総合窓口課・各総合
支所地域振興課、雲仙市図書館及び各公民館図書室で貸
し出しています。
� 問　福祉課　☎0957-36-2500
　上記、音訳CDの作成をしてくださっている「雲仙市
音声訳会“やまぼうし”」の会の皆さんをご紹介します！

　私たち“やまぼうし”の会は、以下のことを目的に
活動しています。
・�音声CDでの情報提供により、視覚障害者の福祉増進
を図る。
・�声のボランティアを通じて、地域の福祉施設等との
交流を図る。

「議会だより」音訳CDの
 配布と貸出について
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